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市川市条例第  号 

   市川市環境保全条例の一部を改正する条例 

 市川市環境保全条例（平成１０年条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１８条中「同条第８項」を「同条第７項」に、「同条第１０項」を「同条第

９項」に、「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第６３条第１項中「第４条第２項」を「第４条第３項」に改める。 

第１０２条第２号中「第２条第１４項」を「第２条第１６項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



理  由 

 

大気汚染防止法及び土壌汚染対策法の改正に伴い、引用条文の整備を行う

必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


